
関東信越税理士会
熊谷支部 12 月例会次第

                            日時   令和７年１２月１１日(木)

                                  午後４時００分～

                                  場所 キングアンバサダーホテル熊谷    

１．会務報告

(１) １１月１２日(水)  関係機関との協議会・例会         於 熊谷市立文化会館

(２) １１月１２日(水)  県北ブロック研修会             於 熊谷市立文化会館

(３) １１月１３日(木)  令和７年度納税表彰式             於 熊谷文化創造館さくらめいと

（４）１１月１４日(金) 熊谷法人会 創立７０周年記念講演会・式典・祝賀会 於 ソシオスクエア

(５) １１月２０日(木)  歩け歩け大会２０２５                 於 八ッ場ダム

(６) １２月 ２日(火) 税務支援対策部確定申告期無料納税相談日程表作成 於 支部事務局    

(７) １２月 ３日(水) 正副支部長・地域長会議              於 支部事務局

(８) １２月 ３日(水)  熊谷税務署との協議会            於 熊谷税務署

２．会務予定及び連絡事項

(１)研修会

  日時 １２月１１日(木)午後２時１５分～３時５０分

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(２)関係機関との協議会・例会

  日時 １２月１１日(木)午後４時００分～５時００分

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(３)忘年会

  日時 １２月１１日(木)午後５時００分～７時００分

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(４)深谷商工会議所 新春賀詞交歓会

  日時   １月 ６日(火)午後５時３０分～

  場所 埼玉グランドホテル深谷

(５)熊谷商工会議所 新春賀詞交歓会

  日時   １月 ７日(水)午後４時３０分～

  場所 ソシオスクエア

(６) 正副支部長・地域長会議

  日時 １月 ８日(木)午後３時００分～

  場所 支部事務局

(７) 熊谷税務署との協議会

  日時 １月 ８日(木)午後４時３５分～

  場所 熊谷税務署

(８) 令和７年度第２回理事会

日時 １月１４日(水)例会終了後

  場所 熊谷市立文化会館

(９) 第１回「県連麻雀同好会」支部対抗戦

日時 １月２２日(木)午後１時００分～

  場所 大宮駅周辺の雀荘

３．その他の協議報告事項

４．熊谷支部各部会連絡事項・関連組織連絡事項

支部推薦

くまがや市商工会専門相談員  神田福男会員

５．支部会員入会・転入・転出・異動等

《事務所移転》１１月１日より

     〒360-0041 熊谷市宮町２－１４６ 飯島ビル

      税理士法人ＩＫＧ

熊谷支部 会員数１６２名



６．次回例会予定  

日時   １月１４日(水) 午前 ９時３０分～１０時００分 関係機関との協議会

           午前１０時００分～１０時３０分 例会

            

７．次回研修会予定   

  日時  １月１４日(水)  午前１０時４５分～１１時３５分

  場所  熊谷市立文化会館

  内容 「税理士法」

    講師   熊谷税務署総務課長 砂川靖幸氏

    単位  ２単位

８．ホームページ

熊谷支部 パスワード：kuma2012     http://www.kumazei.or.jp                             

県連    ID・ パスワード共に  saizei0615    

日税連  ユーザー名・パスワード共に： taxnz

本会   ユーザー名・パスワード共に： kzei0223

      

税理士協同組合  ユーザー名：zei パスワード：szeikyo3111

＊ 会員専用ページで上記のパスワードを入力し、ログインして下さい。

９．その他

＊今後の例会日日程を掲載しました。(令和７年１２月現在) 予定ですので変更になる場合もあります

２月例会    ２月 ６日(金) キングアンバサダー     未定

３月例会    ３月２３日(月) キングアンバサダー 午後 ２時００分～

  

＊支部ホームページの「支部総会・研修会」のページに、歩け歩け大会２０２５の写真が

掲載されております

＊キングアンバサダーホテル Wi-Fi のパスワード 【king1991】



令和７年１２月１１日

会 員 各 位

関東信越税理士会熊谷支部

支 部 長 森 田 正 男

                     副 支 部 長 橋 本 博

                     地 域 長   森 戸 裕

研 修 部 長   林 正 浩

              税理士会３６時間規定研修

令和７年度例会時熊谷支部研修会のご案内

拝啓 朝晩の寒さも厳しくなってきましたが、会員の先生方におかれましては、益々ご

健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、下記の要領にて研修会を開催いたしますので何かとお忙しいこととは存じますが

会員の皆様にご出席いただけますようご案内申し上げます。                    

敬具

記

日時  令和８年１月１４日（水）午前１０時４５分～１１時３５分

場所  熊谷市立文化会館

内容  『税理士法』

講師  熊谷税務署総務課長 砂川靖幸氏

対象  税理士会会員

単位  ２単位

                   







令和 7 年 12 ⽉吉⽇ 
⽀部⻑ 
⽀部福祉共済部⻑ 
⽀部⿇雀部⻑  各位 

県連⿇雀同好会 
発起⼈  ⼤宮⽀部 河野 直⾏ 

熊⾕⽀部 寺⼭ 智久 
川越⽀部 樋之⼝ 猛 

東松⼭⽀部 関根 盛敏 
 

第１回「県連⿇雀同好会」⽀部対抗戦開催のご案内 
拝啓 
 向寒の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 今年１⽉２３⽇⾏われました「第２回県連⿇雀プレ⼤会（⽀部対抗戦）」では熊⾕⽀部が
優勝し、埼⽟県税理⼠協同組合から提供いただいた優勝トロフィーが熊⾕⽀部に飾られて
おります。その優勝トロフィーをかけ恒例となりつつある新春⿇雀⼤会を開催いたします。
前回圧倒的な強さで熊⾕⽀部が優勝しましたが、今回はどの⽀部がその⽛城を崩すか、はた
また、王者の座を守るのか熱い戦いが繰り広げられることと期待しています。 
 さて、今回も前回同様、基本的には個⼈戦とし、各⽀部上位 3 名の点数合計で競う形式に
いたします。参加申し込みは個⼈単位で受け付けます。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、今回も有志の⼤会となりますが、⽀部対抗戦が恒例となってくれば県連の⾏事とし
ても無視できない存在になるものと思われます。皆さまのご協⼒をいただき、⼤会を盛り上
げていきましょう。 

敬具 
記 

 
⽇ 時  令和 8 年 1 ⽉ 22 ⽇（⽊） １３：００〜（１８：００頃終了予定） 

                     終了後、懇親会を企画いたします 
 

場 所  ⼤宮駅周辺の雀荘（前年の会場に打診しています） 
 

参加費  ３，０００円程度（懇親会費別、参加⼈数によって調整いたします） 
 
※参加⼈数を４の倍数としたいので調整させていただく場合があります。 
 

以上 
 

申込書裏⾯ ↺ 



申込期限 令和８年１⽉９⽇ 

第１回「県連⿇雀同好会」⽀部対抗戦 参加申込書 

⽀部名：        ⽀部 

 

⽒名：                懇親会 参加・不参加 

 

連絡先電話番号：                      

 

メールアドレス：                      

 

申し込みは申し込みフォーム⼜は mail、FAX でお願いします。 

 

 ↑申し込みフォーム 

 

 

 

連絡先 河野 直⾏ 

電 話  090-2483-3879 

FAX  048-782-7540 

mail    konokaikei@tkcnf.or.jp 



熊谷税務署

＊熊谷聖パウロ教会駐車場の利用場所は上記の２台分です。

＊利用期間は１月１日から３月３１までです。

ぶどうの樹



埼税協熊谷地域 12 月例会

令和 7年 12 月 11 日㈭

＜会務報告＞

令和 7年 11 月 19 日㈬ オリックス生命業務推進会議

           18:00～かちどき

＜会務予定＞

令和 7年 12 月 16 日㈫ 提携企業との懇親会

           16：00～清水園

＜関税協より研修のご案内＞  

実務セミナー(月 1回)

12／11㈭  講師 山本和義「財産別相続税対策メニュー～長期短期相続後の対策～」

R8.1／14㈬ 講師 三上広美・奥田よし子・菅野真美

        「地方税あれこれ【地方税総論・法人事業税・不動産に係る地方税】」

2／5㈭   講師 宮森俊樹

「徹底解説！令和7年分確定申告の留意点、令和8年度税制改正の概要を速報」

3／18㈬     講師 谷中 淳

「非上場株式を移動する場合の税務上の時価の判断について」

＜提携企業インフォメーション＞

ミサワホーム 大同生命 朝日生命



研修のご案内 
 
関東信越税理⼠協同組合連合会（関税協）では、⽉１回実務セミナーを開催しております。 
今後の研修予定です。ご参加お待ちしております。 
 
 

 
12/11(⽊) 

講師 ⼭本和義 
「財産別相続税対策メニュー 〜⻑期短期相続後の対策〜」 

☞相続後対策の研修は珍しいです。 

ソニックシティ⼩ホール 
ライブ配信（当⽇） 
オンデマンド配信 

R8. 
1/14(⽔) 

講師 三上広美・奥⽥よし⼦・菅野真美 
「地⽅税あれこれ【地⽅税総論・法⼈事業税・不動産に係る地⽅税】」 

☞初の地⽅税セミナーは【地⽅税Ｑ＆Ａ】の執筆者が講師です。 

ソニックシティ⼩ホール 
ライブ配信（当⽇） 
オンデマンド配信 

2/5 (⽊) 講師 宮森 俊樹 
「徹底解説！令和 7 年分確定申告の留意点、令和 8 年度税制改正の概
要を速報」 

☞令和 8 年度の税制改正をどこよりも早く、詳しく解説します。 

ソニックシティ⼩ホール 
ライブ配信（当⽇） 
オンデマンド配信 

3/18(⽔) 講師 ⾕中 淳 
「⾮上場株式を移動する場合の税務上の時価の判断について」 
 ☞事例をもとに時価の判断のポイントを分かりやすく説明します。 

ソニックシティ⼩ホール 
ライブ配信（当⽇） 
オンデマンド配信 

 
 

＊セミナーの詳細は関税協ホームページへ 
                                        https://www.kanzeikyo.or.jp/ 



税務の記載と取扱いについて
当社作成の資料につきましては、2024年11月現在の法人税法・同法施行令・同法基本通達等に基づき、税務の基本的事項について一般的な
ご説明をしておりますので、個別のお取扱い等につきましては、所轄の国税局・税務署または顧問税理士に必ずご確認ください。
また、ご契約の締結の際に、割増保険料の払込み等契約内容の変更があった場合には変更後の契約内容、ご契約の締結後に、契約内容の変更が
あった場合には当該変更以後の保険期間については変更後の契約内容に基づいた経理処理となります。
なお、将来の税制の変更等により経理処理が変わる場合がありますのでご注意ください。

5年ごと利差配当付災害死亡重点保障型定期保険

●保険料は返戻率の最高値に基づき下記のとおり経理処理します。
（契約者=法人、被保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=法人の場合）

契約者貸付制度がご利用になれます。
一時的に資金が必要になったとき、保障を解約することなく解約返戻金額の所定の範囲内で資金調達することができます。

払済終身保険に変更できます。
●保険料のお払込みが困難になったときなどに、払済終身保険に変更できます。
●払済終身保険への変更は、第2保険期間中に限りお取扱いします。なお、お取扱いには当社所定の要件があります。

第1保険期間中に次のいずれかに該当したとき
⑴ 不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に
死亡したとき

⑵ 所定の感染症を直接の原因として死亡したとき
第1保険期間中に死亡したとき
（災害死亡保険金の支払事由該当の場合を除く）

第1保険期間

第2保険期間

災害死亡
保険金

死亡保険金

第2保険期間中に死亡したとき死亡保険金

保険金額

保険金額

責任準備金
相当額

死亡
保険金
受取人

保険期間 給付名称 支払金額 受取人支払事由

保険料は全期間にわたり全額損金算入します。

保険期間開始から4割の期間まで

①保険期間開始から返戻率が最高値となる期間まで
（①の期間経過後において、（当期の解約返戻
金－前期の解約返戻金）／年間保険料 ＞ 0.7と
なる期間がある場合はその期間まで）
②①の期間が5年未満の場合、5年間
（保険期間10年未満の場合、保険期間の2分の
1期間）

保険期間の4分の3相当期間経過
後から保険期間の終了日まで

解約返戻金額が最高値となる期
間経過後から保険期間の終了日
まで

50%以下
50%超70%以下 年間保険料×0.4

年間保険料×0.6

●10年経過まで
年間保険料×返戻率の最高値×0.9

●11年以後
年間保険料×返戻率の最高値×0.7

70%超85%以下

85%超

返戻率の最高値 取崩期間資産計上期間 資産計上額割合

【災害死亡重点保障型定期保険】
●契約者貸付制度は、解約返戻金額の所定の範囲内でご利用いただけます。契約者貸付を行った場合には、所定の利息がかかり、貸付金と利息の
合計が解約返戻金額を超えた場合、契約は失効し、保障がなくなります。
●災害死亡重点保障型定期保険には更新のお取扱いはありません。
●解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったく
ないか、あってもごくわずかです（解約返戻金の水準は保険種類によって異なります）。

当保険は、被保険者様に万一のことがあった場合、保険金等を事業保障資金等の
財源としてご活用いただくための、「保障」等を目的とする商品です。

当保険は、保険金等を事業保障資金等の財源としてご活用いただくための、「保障」等を目的とする商品です。
保険本来の趣旨を逸脱する行為、例えば「保険料の損金算入や課税時期の繰り延べによる法人税額の圧縮」を
主たる目的とする保険加入や、法人から役員等への名義変更等は、税務署等からも租税回避行為と認識される
可能性があることから、お勧めしておりません。
ご契約の際には、『ご契約のしおり－定款・約款』『重要事項説明書（注意喚起情報）』『お申込内容控』および
『ご提案書（契約概要）』を必ずご覧ください。
ご加入のご検討にあたっては、別紙、『法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと』を参照のうえ、
税務取扱いについてご留意すべき事項をご確認ください。

保険金のお支払いについて

保険料の経理処理について〈概要〉

※支払保険料を損金算入しても、保険金や解約返戻金等は益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。

お客様サービスセンター ®0120-714-532
ホームページアドレス／https://www.asahi-life.co.jp

取扱店・担当者

朝日A-2024-087営開［322148］（2024.12.40,）Do登 2024.12改訂



※支払保険料を損金算入しても、保険金や解約返戻金等は益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。
※返戻率は「解約返戻金額÷保険料累計額」で計算し、小数点2位以下切捨て。
※返戻率はご契約年齢・性別・保険期間など、ご契約内容によって異なります。

裏面、「保険料の経理処理について〈概要〉」も参照願います。

下記［表①］の病気で、医師の診察・検査・治療・投薬をうけた
ことがありますか。 
または、下記［表②］の治療をうけたことがありますか。

■契約者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 法人
■被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 役員
■死亡保険金受取人・・・・・・・・・・ 法人

■契約年齢 ・・・・・・・・・・ 50歳・男性
■保険期間・払込期間・・・・・・・ 98歳
■第1保険期間・・・・・・・・・・・・・・ 10年

■保険金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5億円
■年払保険料（口座振替扱）・・・ 14,442,000円

※3つの告知にすべて該当しない場合でも、ご職業、過去の契約状況等によりご加入できないことがあります。

※解約返戻金は、保険期間の経過に伴い徐々に積み立てられ、その後保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、満了時にはなくなります。
※第1保険期間中に災害以外の原因で死亡したときの死亡保険金額は責任準備金相当額となり、その金額は多くの場合、払込保険料累計額を下回ります。

50歳契約 98歳満了

精神科、精神神経科、神経科、心療内科、メンタル
ヘルス科のいずれかの医師の診察・検査・治療・
投薬をうけたことがありますか。

指定難病※で、医療受給者証の交付をうけたこと
がありますか。
または、現在、医療受給者証を申請中ですか。
※指定難病：「難病の患者に対する医療等に関する法律（平成
26年5月30日法律第50号）」により指定された疾病

第1保険期間 第2保険期間

死亡保険金

解約返戻金

災害死亡保険金

死亡保険金（災害以外） ﹇
男
性
﹈

41.6%

65.3%

82.1%

43.6%

69.9%

84.3%

71.6%

85.8%

86.3%

93.2%

93.1%

92.3%

24.0%

56.8%

79.3%

0.0%

49.5%

76.9%

26.6%

69.9%

53.8%

85.1%

78.5%

61.1%

31.6%

60.6%

80.4%

21.2%

59.3%

80.4%

48.1%

77.2%

69.2%

88.4%

85.1%

75.8%

41.6%

65.3%

82.1%

43.6%

69.9%

84.3%

71.6%

85.8%

86.3%

93.2%

93.1%

92.3%

35.1%

61.8%

80.2%

37.5%

66.7%

82.6%

68.8%

84.4%

85.2%

92.5%

92.5%

91.8%

26.9%

57.0%

77.8%

30.2%

62.4%

80.7%

65.3%

82.7%

83.9%

91.8%

91.8%

91.3%

0.0%

33.6%

66.8%

0.0%

42.8%

71.5%

48.4%

75.1%

77.8%

88.9%

89.6%

89.7%

2年 5年 7年
経過年数別返戻率

経過年数別返戻率

10年 15年 20年

20歳

30歳

40歳

50歳

60歳

70歳

852,500円

1,560,000円

3,480,000円

893,000円

1,809,500円

4,124,000円

2,065,000円

4,988,000円

6,072,500円

14,442,000円

19,076,000円

26,100,000円

50歳

65歳

80歳

50歳

65歳

80歳

65歳

80歳

80歳

98歳

98歳

98歳

﹇
女
性
﹈

39.8%

59.3%

76.9%

39.3%

63.1%

79.2%

64.2%

80.9%

82.1%

93.2%

93.4%

92.8%

最高
返戻率 年払保険料保険期間

払込期間
契約
年齢

最高
返戻率 年払保険料保険期間

払込期間
契約
年齢

21.7%

48.5%

72.0%

0.0%

40.2%

68.6%

19.6%

61.1%

49.9%

87.7%

82.3%

63.2%

30.3%

54.1%

74.3%

19.0%

51.2%

73.6%

38.8%

69.4%

63.9%

89.7%

87.6%

78.9%

39.8%

59.3%

76.9%

39.3%

63.1%

79.2%

64.2%

80.9%

82.1%

93.2%

93.4%

92.8%

31.5%

54.0%

73.9%

32.0%

58.3%

76.7%

60.5%

78.9%

80.1%

92.3%

92.7%

92.3%

21.3%

47.4%

70.3%

23.0%

52.6%

73.7%

54.9%

76.3%

77.8%

91.5%

91.9%

91.8%

0.0%

13.6%

52.5%

0.0%

24.2%

57.9%

27.8%

62.9%

66.6%

87.9%

89.1%

89.7%

2年 5年 7年 10年 15年 20年

20歳

30歳

40歳

50歳

60歳

70歳

702,000円

1,096,000円

2,047,500円

736,500円

1,235,500円

2,372,000円

1,345,500円

2,778,000円

3,225,000円

11,176,500円

14,494,000円

19,662,000円

50歳

65歳

80歳

50歳

65歳

80歳

65歳

80歳

80歳

98歳

98歳

98歳

契約例 返戻率表（保険金額：5億円　第1保険期間：10年　保険料払込方法：年払口座振替扱）

2 過去5年以内

以下の3つの告知事項すべてが「いいえ」の場合にお申込みいただけます。

1 過去5年以内

3 過去5年以内
心臓
肝臓
精神・神経
その他

心不全
肝硬変  肝不全
てんかん  知的障がい  統合失調症  自律神経失調症
うつ病  パニック障がい  不安障がい  アルコール依存症
認知症  アルツハイマー病  軽度認知障がい

人工透析療法  在宅酸素療法  胃ろう造設術［表②］

［表①］

経営者・役員の方が万一のときに、短期借入金の
返済や買掛金の支払いのための事業保障資金の
確保ができます。

万一のとき（災害）死亡保険金を
事業保障資金等の財源として

活用できます!1特長
特
長

特
長

ご勇退に合わせ解約返戻金を退職慰労金の財源
としてご活用できます。

退職慰労金の原資として
活用できます!

※解約されると以後の保障はなくなります。2
生命保険加入時の診査（医師の診査）はありません。
告知のみでお申込みいただけます。

3つの告知で
お申込みいただけます!3



● 被保険者が亡くなられたときは、死亡保険金をお
支払いします。また、給付責任開始の日以後に発生
したケガ・病気により、被保険者が約款所定の高度
障がい状態になられた時は、死亡保険金と同額の
高度障がい保険金をお支払いします。（以後、契約
は消滅します）

● ご契約直後より、一時払保険料を上回る保険金額
を一生涯確保できます。（保険金額は一定です。）

ご自身の財産は将来どうしたいですか？

その他・無回答
（１７.６%）

社会・公共の
役に立つようにしたい
（５.０％）

自分たちの人生を
楽しみたいので、
財産を使い切りたい
（３２.０％）

子どもに財産をのこしてやりたい
（４５.４%）

出典：金融広報中央委員会「令和5年  家計の金融行動に関する世論調査（二人以上世帯調査）を大同生命にて編集

「ライフギフト」「ライフギフトα」は、

契約者が保険金受取人をあらかじめ指定するため、

「将来誰が受け取るか」を決めておくことができます。

● 被保険者が亡くなられたときは、死亡保険金を
支払います。

● 第1保険期間（契約日から10年間）の保険金額は、
2年目以降増加します。（契約初年度の保険金額は、
一時払保険料（基本保険金額）と同額です。）

● 第2保険期間（11年目以降）の保険金額は増加せず
一定です。

※詳細は「設計書（契約概要）」を確認ください。

申し込みにあたり、健康状態の告知・医師の診査・健康
診断書の提出などは必要ありません。
※ただし、病院・診療所に入院中または入院を予定されている
場合は加入いただけません。

○記載の図はイメージであり、実際の金額・期間とは異なります。
○この保険には高度障がい保険金・満期保険金・配当金はありま
せん。また、現金貸付（契約者貸付）を受けることはできません。
○契約後一定期間内に解約した場合の解約払戻金は、一時払保険
料を下回る場合があります。

契約

終
身
保
険解約払戻金

死亡・高度障がい保険金
一
時
払
保
険
料

○記載の図はイメージであり、実際の金額・期間とは異なります。
○この保険には満期保険金・配当金はありません。
○契約後一定期間内に解約した場合の解約払戻金は、一時払保険料を下回る場合があります。

契約

終
身
保
険解約払戻金

死亡保険金
一
時
払
保
険
料

〔
基
本
保
険
金
額
〕

第1保険期間
（10年）

第2保険期間
（終身）

詳しくは裏面をご覧ください!

一時払終身保険
 「ライフギフト」 

一時払逓増終身保険
 「ライフギフトα」 のご案内

相続対策に

ライフギフト　契約年齢範囲：15～70歳

ライフギフトα　契約年齢範囲：50～90歳

大切な思いを
　　　「カタチ」に



生命保険では、契約者が死亡保険金受取人をあらかじめ指定するため、

「将来誰がどれだけ受け取るか」を決めておくことができます。

契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金が相続人に支払われた場合、

一定の非課税枠があります。（「500万円×法定相続人数」が非課税）

死亡保険金は「受取人固有の財産」であるため、被相続人が指定した受取人は、
保険金を「直接・確実に」現金で受け取ることができます。

【50～70歳までのお客さまへのご案内】
健康状態の告知・医師の診査等が必要になりますが、当商品よりも死亡保険金・解約払戻金が
高額となる「ライフギフト」にお申し込みいただけます。詳細は当社担当者にご確認ください。

○ライフギフトの正式名称は無配当終身保険（一時払）です。また、ライフギフトαの正式名称は無配当一時払逓増終身保険です。
○この資料は、2025年4月現在の商品内容・税制に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
○ご検討・ご契約にあたっては、「設計書（契約概要）」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。

相  続   対   策
（お金に宛名をつける）

非課税枠の活用
（死亡保険金の税務取扱）

受取人

配偶者

相続人

受取人

子（長男）

相続人

受取人

子（長女）

相続人

受取人

孫

契約者
（被保険者）

被相続人

※法定相続人は3名とする契約者・被保険者：被相続人 ／ 受取人：相続人例

1,500万円
課
税
対
象

現金1,500万円を相続した場合

非課税枠

死亡保険金1,500万円の契約に加入し、
相続人が死亡保険金1,500万円を受け取った場合

1,500万円
（500万円×3人）

が非課税

本社 〒550-0002  大阪市西区江戸堀1丁目2番1号
〒103-6031  東京都中央区日本橋2丁目7番1号

（大阪）
（東京）

https://www.daido-life.co.jp/

引受保険会社

C-2024-0145　（2025年3月11日）　SUN

※孫の一部はケース（代襲相続の場合など）を除き、法定相続
人にはならず、死亡保険金の非課税枠の対象となりません。

ポイント
Point
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